
 

 

十文字中学高等学校サッカー部後援会 
 

 

定期総会資料 

   

  

【総会式次第】 
 
 

        １ 開会のことば 

        ２ 会長あいさつ 

        ３ 総会議長選出 

        ４ 議 事 

(1) 2019 年度・2020 年度活動報告 

(2) 2019 年度・2020 年度会計報告 

          (3) 会計監査報告 

(4) 役員選出 

(5) 2021 年度活動計画 

(6) 2021 年度予算計画 

          (7) その他 

        ５ 顧問紹介 

        ６ 閉会のことば 

         

 

 

２０２１年５月８日(土) 

十文字中学高等学校 オンライン開催 

5/8 改訂版 



 

 

 ・新入生保護者への後援会説明会実施（4 月） 

 ・後援会定期総会参加・受付等手伝い 

 ・後援会役員会への参加（年数回） 

 ・全日本女子ユース（U-15）サッカー選手権大会支援 

 ・全日本女子ユース（U-15）フットサル大会支援 

 ・JOC ジュニアオリンピックカップ全日本女子ユース（U-18）サッカー選手権大会支援 

 ・その他（関東女子U-15 リーグ、東京都女子U-15リーグ、ガールズ大会、中体連等）大会支援 

 ・全国大会応援ポスター作成 

 ・全国大会支援の先生方等へお礼状の作成（高校合同） 

 ・ホームページのスケジュール、試合結果等の掲載、戦績管理 

  

 

 

 

・定期総会、懇親会参加 

・全体役員会への参加 

・2019 年度後援会総会欠席者 OG へ資料郵送 

・全国大会寄付のお願いはがき送付 

・卒業生サッカー大会及び懇親会開催 

・ホームページ後援会通信「風の便り」OG 関連記事掲載 

・2020 年度後援会総会の準備 

 

 

 

・定期総会、懇親会企画運営 

・応援グッズ販売/集金窓口、T シャツ・タオル在庫管理 

・ホームページのスケジュール、試合結果等の更新 

・全体役員会招集及び参加（6/22、9/21、1/18、2/15、3/7）計 5回 

・関東大会、全国大会支援（インターハイ、高校選手権、皇后杯） 

・全国大会千羽鶴の作成（インターハイ、高校選手権） 

・応援ポスターの作成（校内掲示、巣鴨駅掲示板、巣鴨商店街に掲示のお願い） 

・全国大会支援の先生方、OG へのお礼状、ポスター作成、郵送 

・区民館利用管理 

・戦績まとめ 

 

■OG グループの主な活動 
 

 

■高校グループの主な活動 
 

 

■中学グループの主な活動 
 

 

2019 年度 各グループ活動報告 
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 ・学校主催、中学サッカー部、オンライン入部説明会参加（2020 年 7 月） 

 ・中学後援会主催、新入生保護者への後援会、オンライン説明会実施（2021 年 1月） 

 ・後援会オンライン役員会への参加（年数回） 

 ・全日本ユース（U-18、U-15）サッカー選手権大会支援 

 ・その他（関東女子U-15 リーグ・東京都女子U-15リーグ）大会支援 

 ・応援ポスター作成（校内掲示・巣鴨商店街に掲示のお願い） 

 ・戦績まとめ 

 

 

・全体役員会へのオンライン参加 

・全国大会寄付お願いのはがき送付 

・令和三年度後援会総会の準備（OG への案内送付、出欠確認、委任状回収） 

・OG 会員名簿の管理 

※ホームページ後援会通信「風の便り」 

 従来のホームページが閉鎖したことにより掲載ができませんでした。今後は新しいホームペ

ージで新しい形としての運用を検討中。 

※OG サッカー大会 

 新型コロナウィルス感染症拡大により緊急事態宣言発令期間中の為中止させていただきまし

た。 

 

 

 

 

 

 ・応援グッズ販売／集金窓口、T シャツ及びタオル在庫管理 

 ・新ホームページの作成 

 ・全体役員会（オンライン）の招集及び参加（11/29・1/24・3/6）計 3 回 

 ・関東大会支援（皇后杯・高校選手権） 

 ・寄付金お礼状作成 

 ・区民会館利用管理 

 ・戦績まとめ 

 ・OGへ今後の連絡方法についてのアンケート実施 

 

※今年度は新型コロナ感染拡大のため、インターハイ中止、関東リーグ中止、高校リーグ 

 途中中止、一般リーグ試合数減らして開催、新人戦中止 

（インターハイ、関東リーグ中止の代替試合あり） 

■OG グループの主な活動 
 

 

■高校グループの主な活動 
 

 

■中学グループの主な活動 
 

 

2020 年度 各グループ活動報告 
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・新入生保護者への後援会説明会実施 （4月） 

・後援会定期総会 参加・受付等手伝い 

・全体役員会参加（年数回） 

・中学グループ役員会開催 

・全日本女子ユース（U-15）サッカー選手権大会支援 

・JOC ジュニアオリンピックカップ全日本女子ユース（U-18）サッカー選手権大会支援  

・全日本女子ユース（U-15）フットサル大会支援 

・その他（東京都女子U-15 リーグ、ガールズ大会、新公式大会、遠征等含む）大会支援 

・全国大会支援の先生方等へお礼状の作成 

・ホームページにスケジュール、試合結果等の掲載 

 

 

 

・定期総会、懇親会参加 

・全体役員会への参加 

・令和 3 年度総会資料の掲載（ホームページ） 

・全国大会寄付金募集の記事の掲載（ホームページ） 

・OG フットサル大会及び懇親会開催 

・令和 4 年度後援会総会の準備 

・現役役員の支援 

 

 

・定期総会の企画運営（本年度の懇親会においては、緊急事態宣言中のためオンラインで実施） 

・応援グッズの販売、在庫管理 

・ホームページへのスケジュール、試合結果等の掲載 

・ホームページ各項目更新 

・後援会役員会の招集及び参加（年 4 回オンライン実施予定） 

・高校グループ役員会開催 

・関東大会、全国大会支援（インターハイ、高校選手権） 

・各種大会支援（関東リーグ、東京都U-18リーグ、プリンセスリーグ、東京都一般 1 部、 

関東 LigaStudent,、皇后杯等） 

 

 

◆OG グループの主な計画 
 

 

◆高校グループの主な計画 
 

 

◆中学グループの主な計画 
 

 

2021 年度 各グループ活動計画案 
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十文字中学高等学校サッカー部後援会会則 

 
第１章 総 則 

第１条（名称） 
    本会は、十文字中学高等学校サッカー部（以下「十文字サッカー部」という。）後援会という。 
第２条（目的）  
    本会は、十文字サッカー部の発展強化を支援すること及び会員相互の親睦を目的とする。 
 

第２章 組 織 
第３条（会員） 
    本会の会員は、十文字サッカー部を心から愛し激励する有志で構成し次により組織する。 
   (1) 十文字サッカー部の部員と父母（保護者を含む）から成る中学グループ、高校グループ、ＯＧ

グループ。 
   (2) その他本会の目的に賛同し、総会で認められた者 
第４条（事務局） 
    本会の事務局は、十文字中学高等学校におく。 
 

第３章 事 業 
第５条（事業） 
    本会は、前記第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
   (1) 十文字サッカー部に対する激励と活動支援  
   (2) 十文字サッカー部の活動に関する会員等への情報提供 
  (3) 会員相互の親睦 
   (4) その他、役員会で必要と認める事業 
第５条の２（個人情報の利用） 
  本会は会員の個人情報に関しては、別に「十文字中学高等学校サッカー部後援会の個人情報の利用
について」により行う。 

 
第４章 役 員 

第６条（役員）  
    本会役員は中学・高校・OG各グループより選出構成し、役員の併任は妨げない。 
  また、役員会において役員の過半数の承認により、役員の増減を可能とする。 
   (1) 会 長   １名  
   (2) 副会長   ２名  
   (3) 幹 事  １４名（事務局、ホームページの各担当者併任） 
   (4) 会 計      ３名 
   (5) 監 査      ２名 
   (6) 顧 問    若干名 
 
第７条（役員の任務） 
    役員の任務は次のとおりとする。 
   (1) 会長は、会を代表し会務を総括する。  
   (2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在時は会長の任務を代行する。 
  (3) 幹事は、会長のもとに役員会を構成しその運営を図る。 
   (4) 会計は、本会の会計（金銭の収支、帳票類の保管等）を処理する。 
   (5) 監査は、本会の会計を監査する。 
   (6) 顧問は、会長の諮問に答え、本会の目的達成のため助言協力する。 
 
第８条（役員の選出） 
    役員（顧問を除く。）の選出は、総会で決定する。ただし、顧問は、会長、副会長の合議の上で、会

長が委嘱することができる。 
なお、新中学１年生の幹事は、役員会の決定に基づき、次回総会までの間、新中学１年生の会員

の中から会長が任命する。 
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第９条（役員の任期） 
    役員の任期は１年とし、再任は妨げない。 
  なお、役員に欠員が生じた場合は、役員会の決定に基づき、次回総会までの間、会員の中から任命
する。 

 
第５章 会 議 

第１０条（総会） 
   (1) 総会の成立は、委任状を含めて会員の 1/3以上の出席を必要とする。 
   (2) 総会は役員の選出、会則の変更、会計等を審議する。 
   (3) 総会の議決は、出席者数（委任状提出者を含む。）の過半数をもって決定する。 
  (4) 総会は、年１回とする。ただし、役員会が必要と認めたときは、随時開催する。 
   (5) 総会に付議すべき事項で緊急を要する場合は、役員会が代行し、次期総会で承認を得る。 
第１１条（役員会） 
   (1) 役員会は、会長が招集し、本会の運営上必要な事項を決定する。 
   (2) 役員会は、必要に応じて開催する。 
   (3) 役員会は会長の判断で、他の会員等の参加が認められる。 
 

第６章 運 営 
第１２条（会費） 
    本会の運営は、次の会費等をもって運営する。 
  (1) 入会金 ２,０００ 円（１世帯単位とする。） 
   (2) 年会費 ３,０００ 円（１世帯単位とする。） 
  (3) 寄付金 
   (4) その他 
第１３条（会計年度） 
    本会の会計年度は、毎年４月１日から、翌年３月末日までとする。 
 

第７章 その他 
第１４条（退会） 

会員資格は、毎年度自動更新されるものとするが次の場合には退会となる。 
（1）別に定める退会届を会長に提出した場合。 
（2）理由なく継続して年会費を滞納した場合。 

 
第１５条（雑則） 
    本会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則は、役員会で定めることができる。 
 
       附 則 
１ 本会則は、本後援会の設立総会の議決後の平成１７年４月１０日から施行する。 
２ 設立時の会計年度は、本会則施行日から翌年３月末までとする。 

附 則 
１ 本会則の一部改正を平成１８年４月１５日から施行する。 

    附  則 
１ 本会則の一部改正を平成１９年４月２１日から施行する。 

    附 則 

１ 本会則の一部改正を平成２０年４月１９日から施行する。 

    附 則 

１ 本会則の一部改正を平成２１年４月２５日から施行する。 
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十文字中学・高校サッカー部後援会の個人情報の利用について 

 

１ 個人情報の利用目的 

  十文字中学・高校サッカー部後援会（以下「後援会」という。）は、取得した会員等の個人情報

（氏名、住所等その記述により特定の個人が識別できるものをいう）を、以下利用目的に必要な

範囲で利用します。 

(1) 会報、役員会・総会等の通知の送付 

(2) 会員名簿の作成・配布 

(3) 役員等の連絡網、住所録の作成 

(4) 会報等のメール送信を希望する会員のメールアドレスの使用 

(5) 会計処理等後援会運営に必要な各種資料の作成 

(6) 個人情報保護法その他法令で認められた利用目的での利用 

 

２ 個人情報の第三者への開示、提供 

  後援会は、取得しました個人情報を以下の場合を除き第三者へは開示、提供はいたしません。 

(1) 十文字中学・高校への会員名簿等の提出 

(2) 事前に会員の同意を得た場合 

(3) 個人情報保護法その他法令で認められた場合 

 

３ 個人情報の管理 

  後援会は、取得した個人情報が漏洩、滅失、毀損、誤用などの危険防止のため、以下の対策を

講じ安全管理に努める。 

(1) 後援会会長を個人情報管理の責任者とする。 

(2) 会員名簿等の電磁的記録は、基本的に事務局員等の個人のパソコン内には記録保存せず、専

用のＵＳＢメモリー等に記録保存する。 

(3) 前記電磁的記録、その他個人情報の保管は細心の注意を払い保管する。 

 

４ 会員による個人情報の利用 

(1) 会員は、会員名簿等を第三者に譲渡してはならない。並びに、後援会に関する以外の目的で

会員の個人情報を利用してはならない。 

  (2) メール送信された個人情報に関しては、個人のパソコンから漏洩しないよう自己責任で管理

する。 

  

５ その他 

  本件は、平成１９年４月２１日の総会の承認を得て施行する。 
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